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 投資財政計画 

 

1. 投資財政計画のための収支設定 

今後 10 ヵ年の施策に係る費用については第６章（P.87）、また、財源については第 7

章（Ｐ.92）で推計したとおりとします。また、老朽化する下水道施設の維持管理費を中

心とした、公共下水道の投資以外の経費（収益的支出）について、次のとおり試算するも

のとします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用 積算条件

職員人件費 法適用後の組織体制を加味し、2020(令和2）年度の決算見込み額で算定

処理場運転費 下水処理場を稼働させるための光熱水費や薬品費。過去の決算値に単価上昇分を加味して算定

修繕費 主に老朽化した下水道施設の修繕費用など。過去の決算値をベースに、修繕計画を加味して算定

委託料 主に下水道施設の維持管理に関する委託料など。過去の決算値に単価上昇分を加味して算定

減価償却費 新規取得資産の耐用年数を管渠施設は５０年、処理場施設は概ね平均１５年と仮定し算定（残存価格は１０%）

支払利息 建設改良費に係る新規発行債について、全て元利金等方式・３０年償還の５年据置・利率１％と仮定し算定

その他費用
消耗品費や通信運搬費等に加え、賞与引当金繰入額などの法適用後新規費用を加味し、2020（令和2）年度
の予算額を使用

表 8-1 投資以外の経費（収益的支出）の積算条件 
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2. 資金過不足額の分析 

(1) 収益的収支 

① 収益的収入 

人口の推移により、下水道使用料収入は一時的に増額しますが、2023（令和 5）

年度以降は減収となります。また、長期前受金戻入についても、有形固定資産の償却

が進むことに伴い減少が見込まれるため、収益的収入は減少が続くことが見込まれま

す。 

雨水処理負担金をはじめとした一般会計繰入金については、第 7 章にて示したと

おり、「分流式下水道等に要する経費」に係る繰入金を削減するため、最終年度では

2021（令和 3）年度と比較し約半減となります。 

 

 

② 収益的支出 

支出の大部分を占める減価償却費＊は、2021（令和３）年度に償却完了となる資

産が集中するため、2022（令和４）年度に大きく減少します。それ以降については、

年度により多少の増減があるものの、基本的には施設の老朽化とそれに対する改築更

新を繰り返すため、一定額で推移していく見込みです。 

また、保有している下水道施設の維持管理委託や下水道施設の老朽化に対応するた

めの修繕費・委託料、下水処理場の運転費用（薬品費及び動力費）などは、今後 35

億円前後で推移していくと見込まれます。この支出については当市の下水道施設を維

持していくために必要となる固定的な費用であるといえます。 

図 8-1 収益的収入額の推計 

5,471 5,483 5,477 5,459 5,438 5,415 5,391 5,364 5,337 5,308

1,5… 1,4… 1,3… 1,3… 1,2… 1,1… 1,054 9… 8… 8…

5,890 5,472 5,404 5,425 5,404 5,496 5,456 5,427 5,154 4,829

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

収
益

的
収

入
額

（
百

万
円

）

下水道使用料 雨水処理負担金等 長期前受金戻入 その他

12,947 12,445 12,296 12,237 12,095 12,072 11,920 11,799
11,421

10,974



第8章 投資財政計画 

 95 

なお、2021・2022（令和 3・4）年度と 2030（令和 12）年度の修繕費が他年

度と比較して 3 億円程度多くなっている理由は、成瀬クリーンセンターの老朽化対策

として、2 つの焼却炉棟の修繕を 2021・2022（令和 3・4）年度と 2030（令和

12）年度で 1 つずつ予定していることによります。 
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図 8-2 収益的支出額の推計 

図 8-3 焼却炉の役割（イメージ図） 
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③ 当年度純利益 

計画期間の前半 2025（令和 7）年度までは損益が黒字（＝純利益を確保）で推移

することが見込まれます。しかし、下水道使用料収入や「分流式下水道等に要する経

費」に係る繰入金などの収益的収入が減少する一方で、収益的支出は下水道施設の維

持管理費など毎年同規模の費用が発生するため、2028（令和 10）年度からは損益

が赤字に転落する見込みとなっており、収支均衡を図る必要があります。 

なお、2030（令和 12）年度に純利益の額が大きく減少していますが、収入側で

は一般会計繰入金の減少、支出側では修繕費の増加が影響しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 8-4 当年度純利益の推計 
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(2) 資本的収支 

① 資本的収入 

資本的収入は主に支出側の整備事業の内容に連動して増減する財源で、またその 7

割以上を企業債が占めています。計画期間の後半にかけて企業債借入額が大きく増加

しますが、これは老朽化した管渠の改築更新工事が本格化するためです。また、国（都）

補助金についても企業債同様、整備事業の拡大に連動し、年度が進むにつれ増加する

見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 8-5 資本的収入額の推計 
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② 資本的支出 

過去に借入れした企業債元金の償還費用である企業債償還金が資本的支出の約半

分を占めます。ただし、企業債償還金は 2021～2024（令和３～６）年度が計画期

間中における償還のピークとなり、その後は減少する見込みとなっています。 

残りの半分を占める整備事業については、まず下水処理場の設備など更新事業（処

理場改良費）が 2022（令和４）年度から本格化し、その後 2028（令和 10）年度

以降から管渠の改築更新工事（管渠改良費）が本格化するため、年度が進むにつれ支

出が増加する見込みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 8-6 資本的支出額の推計 
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③ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 

下水道事業の資本的収支は、国庫補助金などの特定財源がある整備事業費に対し、

独自の特定財源が無い企業債償還金に対する財源が不足するため基本的に赤字とな

ります。 

本計画では企業債償還金がピークを迎える 2021～2024（令和 3～６）年度まで

の資金不足額が最も大きくなり、それ以降は概ね28億円前後を推移する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本的収入額が資本的支出額に不足する部分については、収益的収支を執行した結

果によって生じる「補填財源」などで補っていくこととなります。 

ここまでみた収益的収支及び資本的収支の分析を加味し、次ページ以降において実

際の資金過不足額について検証していきます。 

 

 

※補填財源とは・・・・ 

企業内に保有している現金預金などのことをさし、実際には現金支出が生じない減価 

償却費に充当した下水道使用料収入（＝実際には使用しない現金預金）などがある。 

 

  

図 8-７ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 
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(3) 資金過不足額の分析 

① 資金過不足額 

補填財源充当可能額については、約 24 億円前後で推移していくと見込まれます。

ただし、当年度純利益（P.96：図 8-4）の落ち込みに連動し減少を続け、計画の最

終年度である 2030（令和 12）年度には約 18.3 億円にまで減少する見込みとなっ

ています。 

資本的収支の不足額に対し、補填財源充当可能額で補填したあとの年度トータルの

資金過不足額は図 8-8 及び表８-２のとおりとなり、計画期間を通して資金不足に陥

る予測となりました。 

 

 

 

※収益的収支の執行（P.94・95）で得られた資金余剰額（＝Ａ）と資本的収支の執行（P.97・98） 

で生じる資金不足額（＝Ｂ）を合計した額（＝Ｃ）が最終的な資金過不足額となります。 

※Ａの額には、当年度純利益（Ｐ.96：図 8-4）のほか、実際は現金の支出が無い減価償却費に充当 

した現金などを集約した「損益勘定留保資金」などが含まれます。 

  

図 8-8 資金過不足額の推計① 

 

表 8-2 資金過不足額の推計② 

 

単位：百万円 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2,437 2,480 2,681 2,567 2,515 2,512 2,481 2,363 2,208 1,829

▲ 3,240 ▲ 3,238 ▲ 3,199 ▲ 3,156 ▲ 2,929 ▲ 2,821 ▲ 2,733 ▲ 2,748 ▲ 2,722 ▲ 2,753

▲ 803 ▲ 758 ▲ 518 ▲ 589 ▲ 414 ▲ 309 ▲ 252 ▲ 385 ▲ 514 ▲ 924

Ａ　収益的収支の
　　資金余剰額

Ｂ  資本的収支の
　　資金不足額

年　　度

Ｃ　資金過不足額
　　（Ａ+Ｂ）
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② 資金不足への対応方法 

計画期間を通して生じる資金不足に対しては、企業債償還金と減価償却費（特定財

源である長期前受金分を控除したもの）との差額分だけ新たに企業債を発行すること

ができる「資本費平準化債」を発行し、年間の費用を適正化することで補うこととし

ます。その上で資金がなお不足する場合には、現在保有する現金（剰余金）からの充

当によって対応します。 

また、「資本費平準化債」発行により生じる企業債及び利子償還費の増額分につい

ても、資金不足額に含めた上で「資本費平準化債」の借入れを行います。 

当市の企業債償還金及び減価償却費などの状況から、「資本費平準化債」の発行可

能額は表 8-3 となる見込みです。 

 

 

資本費平準化債を発行してもなお資金が不足する年度については、余剰現金約 6 億

円（2021（令和 3）年度期首時点の現金保有見込み額）を充当します。 

 

 

2021～2027（令和３～9）年度までの資金不足分については、資本費平準化債

を不足分と同額発行することで資金不足の解消を目指します。 

 

表 8-3 資本費平準化債の発行可能額 単位：百万円 

単位：百万円 表 8-４ 資金不足額の状況 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2,969 3,053 3,038 3,018 2,799 2,699 2,628 2,601 2,588 2,654

7,813 7,301 7,280 7,381 7,381 7,625 7,607 7,605 7,365 7,061

5,497 5,110 5,047 5,071 5,052 5,147 5,111 5,099 4,842 4,524

652 862 806 709 470 221 133 95 64 117

※1 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合があります。
※2 長期前受金戻入益のうち、「企業債の元金の償還に要する資金に充てた一般会計繰入金の戻入益を控除した値

B 減 価 償 却 費

資本費平準化債
発行可能額　A-(B-C)

C 長期前受金戻入※ 2

年　度

A 企 業 債 償 還 金

年　　度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

資本費平準化債発行前の
資金不足額 a

▲ 803 ▲ 758 ▲ 518 ▲ 589 ▲ 414 ▲ 309 ▲ 252 ▲ 385 ▲ 514 ▲ 924

資本費平準化債
借入額 b

652 760 524 598 462 221 133 95 64 117

追加元利償還費※2 c 0 ▲ 3 ▲ 6 ▲ 8 ▲ 48 ▲ 93 ▲ 123 ▲ 156 ▲ 184 ▲ 197

単年度の資金不足額
　　　　　　　　d=(a+b+c)

▲ 151 0 0 0 0 ▲ 181 ▲ 242 ▲ 446 ▲ 633 ▲ 1,004

期首現金保有額 e 608 457 457 457 457 457 276 34 0 0

現金補てん額ｆ 151 0 0 0 0 181 242 34 0 0

調整後の資金不足額
　　　　　　　　　　g=(d+f)

0 0 0 0 0 0 0 ▲ 412 ▲ 633 ▲ 1,004

※1 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合があります。
※2 資本費平準化債をbの額だけ発行した場合に追加となる元利償還費（20年償還の3年据置、利率0.5%で試算）
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しかし、2028（令和 10）年度以降については、資金不足額が資本費平準化債の

発行可能額と現金保有額の合計額を超えるため、資金不足の解消には至りません。 

計画期間満了予定である 2030（令和 12）年度には、資金不足額が 10 億円を超

える見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、資本費平準化債発行後の各推計グラフについてはＰ.121 以降に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本費平準化債とは 

 

図 8-9 調整後の資金不足額の推計 

　会計上の費用は減価償却費を採用するため、建物を購入した場合、その耐用年数５０年で
購入費を割ると年６０万円の費用が掛かることになります。仮に、年間の収入が６０万円の
場合、会計上は収支均衡が図れていることになります。
　しかし実際は年１００万円の現金支出が必要となるため、年間の収入が６０万円のみだと
４０万円の資金不足に陥ってしまいます。
　このような会計上の費用と実際の現金支出との不均衡を無くすため、元金返済額と減価償却
費との差分を新たに借り入れる企業債を「資本費平準化債」と言います。
「資本費平準化債」で借り入れた財源を加えることで、会計上も実際の現金支出上でも適正な
費用計上を行うことが可能となります。

※3,000万円の家を、全額借金(30年償還利子無し)して購入
※年間の収入額が60万円の場合
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③ 企業債残高の推移 

資本費平準化債の借入れにより計画期間内の企業債残高は一時的に平準化され、

2018（平成 30）年度末時点の残高約 470 億円よりも低い数値で推移していくと

見込まれます。 

しかし、管渠の改築更新工事が本格化する計画後半期には企業債借入が多額になり、

2028（令和 10）年度から残高は増加に転じ、本計画の最終年度 2030（令和 12）

年度には 470 億円を超える見込みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建設から改築の時代へ 

図 8-10 資本費平準化債借入後の企業債残高の推移 

　1964（昭和39）年から事業着手して以来、約1,650kmの管渠と２つの下水処理場を整備し

てきました。この建設費に対する財源の大半は企業債となっているため、企業債償還費について

は設備新設に係る償還分となります。

　しかし、2028（令和10）年度からは、これまで整備

した下水道施設の改築更新工事が本格化することによる

企業債残高の増化に変わります。

　そのため、下水道使用料の使い道も、設備の新設に係る

企業債償還費用から、既存設備の改築更新に係る企業債償

還費用へとシフトしていくことになります。

※下水道事業を家の建設に例えると…　　　
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2018年度末

469.6億

残高最大539.5億

改築更新工事が本格化する2022～2030年度の平均企業債

借入額28.8億円を2031年度以降も借入れた場合の推計値

【下水道事業債の借入上限30年間で見た場合】

2022年度までは減少し、その後もしばらくは
2018年度末の残高規模と同程度で推移しますが、

2028年度以降は残高が増加に転じ、2048年度に

は539.5億円に達する見込みです。
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3. 下水道使用料の見直し 

前節「（３）資金過不足額の分析」において分析した結果、本計画の投資財政計画では、

資本費平準化債を活用した場合でも 2028（令和 10）年度以降資金不足が発生する見

込みとなります。加えて、2028（令和 10）年度からは、下水道施設の改築更新工事が

本格化することに伴い、企業債残高が増加する見込みです。 

これらの経営上の課題に対して、まずは経費の削減による対応が考えられます。しか

し、Ｐ.94 で分析したように、収益的支出のうち維持管理費は 35 億円前後で推移して

いくことが見込まれますが、これらは既存の下水道施設を維持するために必要となる固

定的な経費であるため、下水道施設の適切な管理を行っていく上で、大幅な削減は期待

できません。 

また、資本的支出に関しては、Ｐ.13～14（第 2 章）で分析したように 2028（令和

10）年度には既存の管渠の約 30％近くが耐用年数を超える状況となり、下水道の機能

を維持していくためには一定の改築更新費用が必要となります。 

そのため、下水道事業を継続していくためには、費用の見直しを行いつつ、収入の根幹

をなす下水道使用料の改定が必要となります。 

下水道使用料の改定にあたっては、費用や収入見込み・経営状況のより詳細な分析が

必要になること、資金不足見込みが 2028（令和 10）年度であり、事業の進捗などによ

っては経営状況が変動する場合があることなどから、計画事業年度ごとに決算値などに

基づく経営分析を行い、下水道使用料の改定時期・改定率などを検討していくこととし

ます。 

  

※本計画の中間見直しを行う 2025・2026（令和 7・8）年度において、今後の事業計画の精査を

行います。 

 

図 8-11 使用料改定イメージ 

２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度 ２０２８年度 ２０２９年度 ２０３０年度

使用料改定要因

• 損益赤字解消及び資金不足解消

• 企業債残高増加の抑制

事業見直し

使用料

改定

・ 経営指標を用いた経営分析

・ 使用料対象経費の分析

審議会で
の検証
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4. 投資財政計画（10 ヵ年の収支見通し） 

下表・次ページの表は、2020 年度下水道事業会計の決算見込み額及び今後 10 ヵ年 

の事業計画・財源計画をもとに作成した「投資財政計画」（10 ヵ年の収支見通し）です。 
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